
 

 

 

 

 

 

平成２５年度第１回福島県建築審査会 議案議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：平成２５年７月３０日（火) 

１５：００～１６：１０   

場所：杉妻会館 ３階 石楠花   



出席者等 

 

○福島県建築審査会委員 

会長 鈴木 浩 

委員 時野谷 茂（欠席） 

委員 片岡 正彦 

委員 清水 晶紀 

委員 遠藤 明子 

委員 飯塚 静栄 

委員 吾妻 明子 

○事務局 

土木部建築指導課 課長      但野  広 

      〃     専門建築技師  加藤 敏史 

      〃     主任建築技師  小野 裕樹 

○傍聴者 ３名 

 

 

次 第 

１  開  会    

２  あいさつ 

３ 議  事 

 議案１ 建築基準法第４４条第１項第二号の規定（道路内の建築制限）に基づく建築許可について 

宮城県仙台市青葉区中央３丁目２番１号 東日本高速道路株式会社東北支社支社長 

野村 浩が道路内である相馬郡新地町駒ヶ嶺字鴻ノ巣２０－８の一部において料金徴収所

を新築する件 

 議案２ 建築基準法第４４条第１項ただし書の規定による同項第二号の規定による許可に関する包

括同意基準（案）について 

４ 報告事項 

  報告１ 建築基準法第４３条第１項ただし書許可における包括同意基準による許可件数について 

  報告２ 建築基準法第４４条第１項ただし書許可（同項第二号）における包括同意基準による許可

件数について 

  報告３ 建築基準法第５６条の２第１項ただし書許可における包括同意基準による許可件数につい

て 

５  閉  会 

 

 



平成２５年度第１回福島県建築審査会 議案議事録 

発言者 内容 

事務局 

 

 

議長 

(鈴木会長) 

 

 

 

 

各委員 

 

議長 

(鈴木会長) 

 

議長 

(鈴木会長) 

 

 

事務局 

 

議長 

(鈴木会長) 

 

片岡委員 

 

議長 

(鈴木会長) 

 

事務局 

 

議長 

(鈴木会長) 

 

事務局 

 

福島県建築審査会条例第２条の規定によりまして、会長が議長を務める

ことになっておりますので、鈴木会長に議長をお願いします。 

 

議事に入ります前に、福島県建築審査会条例第３条により、本日の審査

会は委員の２分の１以上の出席がありましたので、開催の規定を満たして

おりますことを確認いたしました。 

また、福島県建築審査会運営規定第４条によって、議事録署名人を選出

することとなりますが、わたくしから指名してよろしいでしょうか。 

 

≪異議なしの声≫ 

 

それでは、吾妻委員と飯塚委員を指名します。よろしくお願いします。 

 

 

それでは議事に入ります。 

議案第１の『建築基準法第４４条第１項第二号の規定（道路内の建築制限）

に基づく建築許可について』、事務局より説明をお願いします。 

 

≪議案について説明≫ 

 

今回申請のあった建築許可について同意するかどうか、皆さんの意見を

よろしくお願いしたいと思います。 

 

全く問題ないのではないですか。 

 

３．１１の震災で、先程の実例の南相馬のトールゲートの構造は、被害

を受けていないですか。 

 

被害を受けていないと聞いています。 

 

ここでは（震災時の）加速度はどれくらいだったのですか。 

 

 

（加速度は分からないが）南相馬市の震度は６弱だったと思います。 

 



議長 

(鈴木会長) 

 

 

 

 

 

 

 

清水委員 

 

 

 

事務局 

 

 

清水委員 

 

 

事務局 

 

議長 

(鈴木会長) 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

(鈴木会長) 

 

事務局 

宮城県の栗原市は震度７で、最大加速度は２９３３ガル。それは普通の

重力加速度の３倍ですよね。ものすごい水平力が働いたということ。こう

いう自立式だと、かなり揺さぶられると思います。震度６ぐらいであれば、

当然、もつように計算されていると思うけど、ちょっと心配なところがあ

って、全部自立式（の構造）の柱なので、ブースが耐震要素の役割でも果

たせばよいのだけれど、まったく離れていますよね。まあでも、南相馬の

事例は大丈夫だったと確認されているようですから、問題はないのかと思

いますが。 

 

今回の例外許可の申請というのは、トールゲートの建物の部分ですが、

それに付随するものとして、例えば（ＥＴＣ）バーができたりすると思う

のですが、それらはどういう位置づけになるのですか。 

 

それらは道路の構造物ということで、建築基準法で規制されるものでは

ありません。 

 

トールゲートの建物部分だけここでは審議すればよいということです

ね。 

 

はい。 

 

今の清水委員の話は、例えばそういうものを、どういうふうに地面に固

定するかとか、そういうことを含まれたご質問ですか。昔、高層マンショ

ンの屋上の高架槽は建築基準法で何の規制もなかった。ところが宮城県沖

地震であれがほとんど崩れてしまって、その後、一定の基準が定められた

ということがあったので、そういう類の質問のように聞こえたものですか

ら。 

 

高架の水槽につきましては、今現在では建築基準法の工作物として、構

造的な基準は建築基準法で定められた基準に合わなければならないこと

になっています。道路構造物のバーなどに関しては、現在までのところ建

築基準法で規制する対象とはなっていませんが、例えば、道路構造令など

で規定されているものは、それに基づいて設置されることになります。 

 

建築審査会が対象にする建築基準法のなかでは、それは特に規定がない

ということでよろしいか。 

 

はい。 



議長 

(鈴木会長) 

 

 

各委員 

 

議長 

(鈴木会長) 

 

議長 

(鈴木会長) 

 

 

事務局 

 

議長 

(鈴木会長) 

 

清水委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

(鈴木会長) 

 

清水委員 

 

飯塚委員 

 

 

ほかに何かご質問、ご意見はないですか。 

今の事務局からの説明で問題がないということで、この件につきまして

は、我々建築審査会は同意するということでよろしいでしょうか。 

 

≪異議なしの声≫ 

 

それでは、議案１について、福島県建築審査会は、同意する旨知事に答

申することといたします。 

 

それでは、議案２に入りましょう。『建築基準法第４４条第１項ただし書の

規定による同項第二号の規定による許可に関する包括同意基準（案）について』、

事務局より説明をお願いします。 

 

≪議案について説明≫ 

 

何かご意見はありますか。 

 

 

包括同意基準第１－（３）、第２－（２）で「協議」という言葉が使わ

れていますが、先ほどの議案の例外許可の申請書には消防関係同意と書い

てあって、これは消防法第７条により「同意」すると書いてあります。協

議というのは、協議決裂しても協議すればよいという意味で使われている

と思いますが、協議という言葉でよいのか伺いたいと思います。 

 

申請者に、例えば警察署と協議して、通行上、安全上支障がないことを

確認してもらう、消防署と協議して、防火上支障がないことを確認しても

らう、という意味で「協議」という言葉を用いています。また、既に（規

定している）第１でそういう意味で協議という言葉を使っていたので、今

回、第２を付け加えるにあたっても同じ言葉を使っています。 

 

清水委員は「協議」ではなく、「同意」を得ていることとするのとはど

のように違うのかという質問ですよね。 

 

「同意」としておいたほうが、問題がないのではないでしょうか。 

 

包括同意基準として定めた場合、審査会で（個別に）同意を得なくても、

許可申請はするということに変わりないのでしょうか。 

 



事務局 

 

 

 

 

飯塚委員 

 

事務局 

 

清水委員 

 

 

 

 

片岡委員 

 

 

 

 

 

議長 

(鈴木会長) 

 

飯塚委員 

 

 

 

 

議長 

(鈴木会長) 

 

事務局 

 

 

議長 

(鈴木会長) 

 

 

はい。消防の同意は、法律上手続きが定められているので、消防では防

火上支障がないと言うことを確認しているはずです。警察はどうするかで

すが、所管の警察署と協議をし、その記録書を作成し、警察の担当者から

押印をもらうことなどが考えられます。 

 

記録書は許可申請書に付けるということでしょうか。 

 

はい。 

 

そうなると、条件は道路管理者、警察署と消防長の同意は、本来は別に

必要になるのではないでしょうか。警察と協議をしましたという書類が出

されれば、それだけで、審査会としてはＯＫを出すということになりかね

ないような書きぶりになっているのではないでしょうか。 

 

包括同意をあらかじめ建築審査会が与えるわけですよね。その上に協議

がある、屋上屋を重ねるような形だけれど、話はしなさいよというくらい

のものでいいのではないでしょうか。（警察等の）官庁からの同意があっ

て初めて有効になるということではなくて、包括的に同意をしちゃうわけ

だから。 

 

これは、包括同意の前提条件ですよね。 

 

 

消防からは同意をもらうわけですよね。あと、道路管理者と警察署をど

のような扱いにするかというときに、一定の書式があるわけではなく、協

議をしましたということで協議記録書を添付するなどし、これが報告の対

象となるということですね。 

 

なぜ申請書に（道路管理者や警察署の）同意欄を付けないのですか。 

 

 

建築許可申請上、許可にあたっては消防の同意が必要ということは、建

築基準法に定められています。 

 

包括同意の前提として、そういう（道路管理者や警察署の）同意欄があ

ってもいいかなという気がしますが、建築基準法上の手続きは生じないと

いうことですね。 

 



飯塚委員 

 

 

 

片岡委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

(鈴木会長) 

 

 

事務局 

 

 

 

清水委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

(鈴木会長) 

 

 

事務局 

包括同意のときには、道路管理者と警察署のハンコをもらってきてくだ

さいというようなかたち（許可申請様式）にすれば、今の鈴木会長の話も

うまくいくのではないでしょうか。 

 

４４条１項２号がふつう原則ですよね。これを読むと、特定行政庁が建

築審査会の同意を得て許可したものとある。その同意にあたるものを包括

的にやってしまうということですよね。だったら、それに沿ってやればよ

く、（法上の規定のない）協議の件は取ってつけたような話で、なくても

本当はよいのではないでしょうか。 

 

道路管理者と警察に関しては、協議がなくても法的には問題ありません

が、消防署は同意が法上規定されているから必要になります。ここにある

「協議」とは、（道路管理者や警察が）計画を理解した上で、了解してい

るという意味のもの。もっと厳格に「同意」という言葉がよいのであれば、

検討も必要かと思います。 

 

今、片岡委員からもあったとおり、法律に基づく解釈をしようとすると、

包括同意基準にそこまで必要かという意見もあって、そこをどう調整した

らよいでしょうか。 

 

道路管理者等には、施設の管理上のことを考えれば、事前に計画内容を

確認してもらうことが大事だと思います。この３者の協議、同意があって

初めて、許可するという内容にするのがよいとは考えます。 

 

（これまでの議論を経て）あらためて考えてみたときに、片岡委員も言

っていましたが、建築審査会として同意するかどうかということだけで考

えると、道路管理者が云々、消防長云々ということに関係なくチェックす

る。それと別のところで、消防長は消防長で同意をしなければいけないと

いう仕組みになっているので、裏を返せば、包括同意基準（案）にある（３）

の基準は無くてもいいのかなと思います。逆にこれを入れると、実務上さ

れている警察等との話し合いが、何らかの基準として（協議記録等）文書

として作ることになる、ということをどう考えればよいのでしょうか。 

 

（３）があろうがなかろうが、実質的には、建築基準法の規定に基づい

て、４４条１項ただし書きによる許可を受けようとするには、（申請者は）

道路管理者等と協議をするわけですよね。 

 

ここにある協議は、建築基準法上、しなければならないというものでは



 

 

 

 

 

 

 

片岡委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

(鈴木会長) 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

(鈴木会長) 

 

 

 

ありません。（現行の包括基準）第１のところに協議といれたのは、当時、

他の特定行政庁の包括同意基準を参考にしていたからと推測されます。ま

た、今回も（第２の）基準をつくるにあたっては、同様に他の行政庁のも

のを参考にしていますが、そこには道路管理者等と協議してあることとい

った文言が入っていて、そういうことも経緯としてはあります。ただ、こ

の協議に関しては、法律上どこにも規定されているものはありません。 

 

包括基準第１の警察署長、消防長との協議は、本質的に道路の上に料金

所をつくるという問題とはまったく別で、協議しなくてはいけない問題が

別にあるわけでしょ。屋根が飛び出しているとか、あるいは道路の上に横

断歩道みたいなのをつくるとか。これは、そうじゃなくて、（高速道路と

して）機能する為には料金所が必要なんじゃないですか。そういった当た

り前の話を、わざわざ議論する必要はない問題だと思う。（包括同意基準

に）協議と書くのはいいと思うが、書いたって意味がないと思う。協議し

てだめだったらどうするのかという質問は、発生しないのではないかと思

う。料金所がなかったら、車が通れない。これ（料金徴収所）に限定して

包括同意を与えましょうとなっているわけだから、協議なんていらないの

ではないでしょうか。 

 

協議は、警察や消防でも、こういったものがつくられる予定であるとい

うことを知っていてもらうという意味合いのものでもあります。最低限こ

の３者からは（計画に支障がないことを）確認しておきなさいよというこ

とで、ここに明記しておかないと、どこと協議したらよいかがあいまいに

なるので、明記しています。 

 

（こう書いておくことが）特段不都合だとは思わないし、これでいいの

かなと思います。 

 

例えば警察から（トールゲートの）高さが足りないとか、通行上支障が

あるのではないかという話がでれば、それを修正し、必要な高さ等を確保

した計画にして許可申請がされるので、協議が整わないということはない

ものと考えます。 

 

ゲート幅３．５ｍ以上、高さ４．５ｍというのは極めて自明の数値だと

思うけれど、これが覆る可能性は将来あるかもしれませんよね。そういう

ことを考えると、道路管理者等がその都度チェックして、新たな基準が出

てきたときに対応するというのはあり得ると思います。包括同意というの

は、審査会にかけなくてもいいよということなので、新しい考え方とか時



 

 

 

 

 

各委員 

 

議長 

(鈴木会長) 

 

代に即した料金所機能というものが出てこないとも限らないので、そうい

うときのためにも、こういった協議が必要なのかなと思います。特にこれ

で支障がないのであれば、こういう包括同意基準で認めるということでよ

ろしいでしょうか。 

 

≪異議なしの声≫ 

 

では、この案件についても、事務局の提案どおりで、われわれ建築審査

会は同意することにします。 

議事はこれで終わりです。ご協力ありがとうございました。 

 
（記録者 福島県建築審査会事務局 小野裕樹）  


